
県
道

道
路
の
種
類

第

三

千

二

十

五

号

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

畑

佐

和

良
線

路
線
名

郡
上
市
和
良
町
土
京
字
下
タ

島
一
一
二
四
番
四
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
洞
口

九
七
四
番
二
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

(

金
曜
日)

���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

八
一
ペ
ー
ジ

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(

砂

防

課)

八
二

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(

同

)

八
三

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

八
四

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

八
五

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
等

(
選
挙
管
理
委
員
会)

八
六

○
訂
正
願
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表

(
同

)

八
七

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
・
金
融
課)

八
八

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

同

)

八
八

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(

同

)
九
〇

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

九
〇

○
公
共
測
量
の
終
了

(

同

)

九
〇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

(

下
呂
農
林
事
務
所)

九
一

告

示

岐
阜
県
告
示
第
七
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
七
十
七
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日



県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

牧

田

関
ケ
原
線

路
線
名

下

呂

小

坂
線

路
線
名

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
今
須

字
ド
メ
キ
平
二
二
〇
三
番
五

地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
同

字
上
野
田
二
二
四
三
番
一
地

先
ま
で

区

間

下
呂
市
萩
原
町
羽
根
字
岩
清

水
二
三
一
八
番
二
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
力
石

一
六
〇
九
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜�･� �･�〜�･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

松
場
谷

口
無
洞

区

域

の

名

称

大
洞
紅
葉
が
丘
２

区

域

の

名

称

関
市
板
取
字
野
中

関
市
板
取
字
橿
瀬

区

域

の

所

在

地

岐
阜
市
大
洞
紅
葉
が
丘

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

土
石
流

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

維
持
課
及
び
岐
阜
県
下
呂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
七
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
七
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
告
示
第
七
百
八
号)

の
う
ち
次
の
区
域
の
指

定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事

務
所
及
び
岐
阜
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
八
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
一
号)

の
う
ち
次
の
区
域
の

指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

律(

平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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谷
下
川

上
久
呂
瀬
１

区
域
の
名
称

ア
ラ
ス
谷

大
掘
谷

大
堀

恵
那
市
上
矢
作
町
下

(

次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

恵
那
市
上
矢
作
町
下

(

次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

指

定

の

区

域

関
市
板
取
字
ア
ラ
ス

関
市
板
取
字
ウ
ラ
山

関
市
板
取
字
和
田

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

土
石
流

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

土
石
流

土
石
流

土
石
流

大
堀
松
場
谷

口
無
洞

区

域

の

名

称

大
洞
紅
葉
が
丘
２

区

域

の

名

称

関
市
板
取
字
和
田

関
市
板
取
字
野
中

関
市
板
取
字
橿
瀬

区

域

の

所

在

地

岐
阜
市
大
洞
紅
葉
が
丘

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

(
｢

次
の
図｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事

務
所
及
び
関
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
八
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
年
岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号)

の
う
ち
次
の
区
域
の

指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

律(

平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事

務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
八
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
六
年

岐
阜
県
告
示
第
七
百
十
号)

の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事

務
所
及
び
岐
阜
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
八
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
五
年

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
三
号)

の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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谷
下
川

上
久
呂
瀬
１

区
域
の
名
称

ア
ラ
ス
谷

大
掘
谷

恵
那
市
上
矢
作
町
下

(

次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

恵
那
市
上
矢
作
町
下

(

次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

指

定

の

区

域

関
市
板
取
字
ア
ラ
ス

関
市
板
取
字
ウ
ラ
山

土
石
流

急
傾
斜
地
の
崩

壊 土
砂
災
害
の
発

生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種

類 次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
に
示
す
と

お
り
と
す
る
。

次
の
図
に
示
す
と

お
り
と
す
る
。

建
築
物
に
作
用
す

る
と
想
定
さ
れ
る

衝
撃
に
関
す
る
事

項 土
石
流

土
石
流

大
堀
谷
①

大
堀
①

平
曽
松
場
谷
①

口
無
洞
①

島
口
②

白
谷
９

松
谷
３

野
口
１

杉
島
６

島
口
①

区

域

の

名

称

大
洞
紅
葉
が
丘
２

区

域

の

名

称

関
市
板
取
字
ウ
ラ
山
、
字
内
牧

関
市
板
取
字
和
田

関
市
板
取
字
下
平
曽

関
市
板
取
字
野
中

関
市
板
取
字
橿
瀬

関
市
板
取
字
上
ミ
平

関
市
板
取
字
孫
瀬

関
市
板
取
字
堀
西
井
水
上

関
市
板
取
字
野

関
市
板
取
字
久
江

関
市
板
取
字
上
ミ
平

区

域

の

所

在

地

岐
阜
市
大
洞
桐
が
丘

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事

務
所
及
び
関
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
八
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
年
岐

阜
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号)

の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事

務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
八
十
五
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務

所
及
び
岐
阜
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
八
十
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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谷
下
川

上
久
呂
瀬
１

区

域

の

名

称

生
老
４

老
洞
５

岩
本
８

田
口
３

杉
島
７

ア
ラ
ス
谷
①

恵
那
市
上
矢
作
町
下

恵
那
市
上
矢
作
町
下

区

域

の

所

在

地

関
市
板
取
字
西
山

関
市
板
取
字
上
棚
柄
島

関
市
板
取
字
大
川
向

関
市
板
取
字
橿
瀬

関
市
板
取
字
久
江

関
市
板
取
字
ア
ラ
ス

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

土
石
流

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

松
谷
３

野
口
１

杉
島
６

島
口
①

区

域

の

名

称

大
洞
紅
葉
が
丘
２

区

域

の

名

称

関
市
板
取
字
堀
西
井
水
上

関
市
板
取
字
野

関
市
板
取
字
久
江

関
市
板
取
字
上
ミ
平

区

域

の

所

在

地

岐
阜
市
大
洞
桐
が
丘

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務

所
及
び
関
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
八
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務

所
及
び
恵
那
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
八
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務

所
及
び
岐
阜
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
八
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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上
久
呂
瀬
１

区

域

の

名

称

生
老
４

老
洞
５

岩
本
８

田
口
３

杉
島
７

ア
ラ
ス
谷
①

大
堀
谷
①

大
堀
①

平
曽
松
場
谷
①

口
無
洞
①

島
口
②

白
谷
９

恵
那
市
上
矢
作
町
下

区

域

の

所

在

地

関
市
板
取
字
西
山

関
市
板
取
字
上
棚
柄
島

関
市
板
取
字
大
川
向

関
市
板
取
字
橿
瀬

関
市
板
取
字
久
江

関
市
板
取
字
ア
ラ
ス

関
市
板
取
字
ウ
ラ
山
、
字
内
牧

関
市
板
取
字
和
田

関
市
板
取
字
下
平
曽

関
市
板
取
字
野
中

関
市
板
取
字
橿
瀬

関
市
板
取
字
上
ミ
平

関
市
板
取
字
孫
瀬

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地
の
崩
壊

多
治
見
市

市
町
村
名

大
野
町

市
町
村
名

谷
下
川

多
治
見
市
第
２
区
公
民
館

変
更

後
の

名
称

大
野
町
総
合
町
民
セ
ン
タ
ー

ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル

多
目
的
ホ
ー
ル

施
設

の
名

称

恵
那
市
上
矢
作
町
下

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
黒
野
990

番
地 所

在
地

多
治
見
市
坂
上
児
童
館

変
更

前
の

名
称

次
の
図
の
と
お
り

土
石
流

1,000人
300人

収
容
人
員

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務

所
及
び
関
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
九
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務

所
及
び
恵
那
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
個
人

演
説
会
、
政
党
演
説
会
及
び
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
等
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
報
告
が
あ
っ
た
の
で
そ
の
旨
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

１
指
定
し
た
施
設

２
名
称
を
変
更
し
た
施
設

３
指
定
を
取
り
消
し
た
施
設
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�
自
由
民
主
党
糸
貫
支
部

自
由
民
主
党
糸
貫
支
部

自
由
民
主
党
糸
貫
支
部

自
由
民
主
党
糸
貫
支
部

自
由
民
主
党
糸
貫
支
部

自
由
民
主
党
糸
貫
支
部

海
津
市

中
津
川
市

市
町
村
名

海
津
市
平
田
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー

ま
ご
め
自
然
休
養
村
セ
ン
タ
ー
研

修
室 施

設
の

名
称

H
26.2.12

H
26.2.12

H
25.2.27

H
25.2.27

H
24.3.29

H
24.3.29

366,746

587,246

314,330

470,330

261,883

339,883

268,730

424,730

261,883

339,883

37,847

37,847 海
津
市
平
田
町
今
尾
614番

地
１

中
津
川
市
馬
籠
4797番

地
235

所
在

地

98,016

162,516

52,447

130,447

224,036

302,036

53,747

53,747

45,600

45,600 0 0

312,999

533,499

268,730

424,730

261,883

339,883

0

64,500 0

78,000 0

78,000

0 33 0 39 0 39

5,000

5,000

11,000

11,000 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5,000

5,000

11,000

11,000 0 0

0 0 0 0 0 0

5,000

5,000

11,000

11,000 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

93,000

93,000

41,400

41,400

224,000

224,000

16 16 47 47 36 36

｢｢改
め
る
。

｢｢改
め
る
。

｢｢

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
訂
正
願
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
そ
の

要
旨
を
公
表
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

を

｣

に

｣

を

｣

に

｣

を

｣

に
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政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨(
平
成
二
十
三
年
分)

１
―
２

政
党(

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
団
体)

中

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨(

平
成
二
十
四
年
分)

１
―
２

政
党(
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
団
体)

中

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨(

平
成
二
十
五
年
分)

１
―
２

政
党(

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
団
体)

中



自
由
民
主
党
糸
貫
支
部

自
由
民
主
党
糸
貫
支
部

H
27.1.30

H
27.1.30

496,573

717,073

312,999

533,499

183,574

183,574

111,500

111,500

385,073

605,573

0 0

0 0

0 0施
設
の
配

置
に
関
す

る
事
項

店
舗
面
積
の
合
計

小
売
業
を

行
う
者

届
出
事
項 0 0

廃
棄
物
等
の
保

荷
さ
ば
き
施
設

駐
輪
場

駐
車
場

そ
の
他
小
売
業
を
行
う
者

住
所

代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

0 0

0 0

位
置
面
積
位
置
収
容
台
数

位
置
収
容
台
数

位
置

0 0

0 0

0 0

縦
覧
に
よ
る

一
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

縦
覧
に
よ
る

五
〇
台

縦
覧
に
よ
る

一
三
〇
台

縦
覧
に
よ
る

二
、
三
八
七
平
方
メ
ー
ト
ル

未
定

奈
良
県
奈
良
市
高
畑
町
一
二
〇

〇
番
地
の
九

代
表
取
締
役

辰
野

岳
史

株
式
会
社
ベ
ル
カ
デ
ィ
ア

概
要

0 0

183,500

183,500

74 74

改
め
る
。

｢｢改
め
る
。

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
届
出
書
等
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・

金
融
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ト
ヨ
タ
オ
ー
ト
モ
ー
ル
ク
リ
エ
イ
ト

株
式
会
社
モ
ン
ベ
ル
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

を

｣

に

｣

(

仮
称)

カ
ラ
フ
ル
タ
ウ
ン
岐
阜
東
敷
地
商
業
施
設

岐
阜
市
柳
津
町
丸
野
三
丁
目
三
番
三

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
日

平
成
三
十
一
年
十
月
九
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
の
概
要
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政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨(

平
成
二
十
六
年
分)

１
―
２

政
党(

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
団
体)

中



施
設
の
運

営
方
法
に

関
す
る
事

項

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
時
間
帯

駐
車
場
の
自
動

車
の
出
入
口

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時

間
帯

小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

管
施
設

位
置
数 容

量

午
前
六
時
〜
午
後
一
〇
時

縦
覧
に
よ
る

三
箇
所

午
前
八
時
三
〇
分
〜
午
後
一
〇

時 午
後
九
時
三
〇
分

午
前
九
時

三
六
立
方
メ
ー
ト
ル

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商

業
・
金
融
課
及
び
東
濃
県
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
オ
ー
ク
ワ

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
オ
ー
ク
ワ
多
治
見
店

多
治
見
市
幸
町
八
丁
目
一
番

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

(

変
更
前)

(

仮
称)

ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
オ
ー
ク
ワ
多
治
見
店

(

変
更
後)

ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
オ
ー
ク
ワ
多
治
見
店

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商

業
・
金
融
課
及
び
東
濃
県
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
オ
ー
ク
ワ

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
オ
ー
ク
ワ
多
治
見
店

多
治
見
市
幸
町
八
丁
目
一
番

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

(

変
更
前)
六
箇
所

(

変
更
後)
六
箇
所
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○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
概
要
を
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・
金

融
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
Ｕ
Ｎ
Ｙ
可
児
店

可
児
市
中
恵
土
字
溝
向
二
一
二
〇
番
一

外

二

意
見
の
概
要

可
児
市
長
の
意
見

・
騒
音
の
対
策
に
つ
い
て

・
光
害
に
つ
い
て

・
周
辺
へ
の
影
響
に
つ
い
て

(

届
出
事
項

変
更)

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
高
山
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測

量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
高
山
国
道
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
八
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

四

作
業
地
域

下
呂
市

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
可
児
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

可
児
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
一
年
二
月
六
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日
ま
で

四

作
業
地
域

可
児
郡
御
嵩
町

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
瑞
穂
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一

作
業
機
関

瑞
穂
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(
修
正
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
八
月
二
十
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
三
日
ま
で

四

作
業
地
域

瑞
穂
市

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

小
坂
第
二

土
地
改
良

区

平
成
��･��･��
理
事�
橋

照

一

下
呂
市
小
坂
町
大
洞

一
八
四
六
番
地
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平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


